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阿蘇農業協同組合 

お客さま本位の業務運営に関する取組方針 

 ＪＡグループは、食と農を基軸として地域に根差した協同組合として、助け合いの精神のもとに、持続
可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げています。 
 当組合では、この理念のもと、「夢と活力ある農家・地域社会の実現」の為、「地域特性を活かした農業
振興と心の豊かさを実感できる生活環境の提供」に努めます。 
２０１７年３月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、組

合員・利用者の満足度向上を目的とした事業展開を図り、農業と地域に貢献できる地域金融機関として、
「より便利でより安心なＪＡバンクをめざし、信頼されるＪＡを徹底的に追求した活動」を展開し、組合
員・利用者の皆さまの安定的な資産形成に貢献する為、以下の取組方針を制定致しました。 

今後、本方針に基づく取組の状況を定期的に公表するとともに、よりお客さま本位の業務運営を実現す
るため本方針を必要に応じて見直してまいります。 

１．お客さまへの最適な商品提供 
（１）お客さまに提供する金融商品は、数多くの商品の中から特定の投資運用会社に偏ることなく、社

会情勢や手数料水準等も踏まえながら、お客さまの多様なニーズにお応えできるもの、且つ幅広
い商品を揃えながら一定の厳選された商品数に絞り、分かりやすく選びやすい商品を選定しま
す。尚、当組合は金融商品の組成に携わっておりません。【原則２本文および（注）、原則３（注） 

 原則６本文および（注２、３）】 
２．お客さま本位のご提案と情報提供 
（１）お客さまとの対話を重視し、金融知識・経験・財産等確認しながら「資産運用ガイダンス」等を 

使用し、資産形成の必要性を説明、「使う」「貯める」「増やす」等お金の色分けを一緒に考えま 
す。当ＪＡは、大切な財産をお預かりする上で、お客さまのゆとりある将来の為にお一人お一人 
に寄り添い、「資産運用スタイル診断シート」等を活用しながら投資目的・リスク許容度・ニー 
ズ等を把握し、ふさわしい商品をご提案いたします。 

  また、資産形成や老後の備えに対するニーズについては、つみたてNISA やⅰDｅＣｏをご案 
内し、高齢のお客さまへの提案時には役席者を同席した上で、厳格な適合性判定を実施致しま 
す。【原則２本文および（注）、原則５本文および（注１～５）、原則６本文（注１、２、４、５）】 

（２）お客さまの投資判断に資するよう、「資産運用ガイダンス」や「資産運用スタイル診断シート」
を活用し、ＪＡとしてリスク許容度を確認しリスク許容度に応じた商品提案が重要と考え、「長
期・分散・安定」型投資を中心としたご提案を行います。
どのお客さまに対しても分かりやすく商品のリスク特性や手数料等の重要な事項について明確
かつ誤解を招くことのないよう誠実に説明します。



また、ご投資後のアフターフォローについても月刊マーケットレター等を活用し、お客さまの
意向に基づき長期的な視点にも配慮し、必要な情報を分かりやすく丁寧にご提供します。 

    【原則４、原則５本文および（注１～５）、原則６本文および（注１、２、４、５）】 
（３）お客さまにご負担いただく手数料について、お客さまの投資経験や金融知識を考慮の上、セレク

トファンドマップ等を活用し、丁寧かつ分かりやすい説明に努めます。 
    【原則４、原則５本文および（注１～５）、原則６本文および（注１、２、４、５）】 
３．利益相反の適切な管理 
（１）お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、「利益相反管理方針」に基づき、お客さまの利益を

不当に害することのないよう、利益相反の可能性について、正確に把握し、利益相反の可能性が
ある場合は適切に管理します。【原則３本文および（注）】 

４．お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と体制の構築 
 （１）商品が多様化し、運用スキームも複雑かつ専門的になっており、「適合性の原則」に沿ってその

商品の特性や内容をお客さまに十分ご理解いただけるよう、外務員・ＦＰ資格取得を推奨し、ｅ
ラーニング受講や各研修会への参加・定期的な勉強会により、高度な専門性を有し、誠実・公正
な業務を行うことができる人材を育成します。 
適正に業務遂行できるよう法令諸規則等の遵守の責任体制を確立、内部管理体制を強化し、渉外
担当者については、定期的なモニタリングを実施し、提案等の適切性の検証等を行い、指導・育
成・助言等を積極的に行います。 
お客さま本位の業務運営を実現する為に、合理的な根拠をもって、お客さまの誤解を招かない様
正確で良質な情報提供を心掛け、メリットに偏ることなくリスクの具体的内容や手数料等につ
いても入念にご説明し、お客さまの最善の利益追求を図ることで、手数料収益ではなく、預かり
資産残高等の業績評価する仕組みを構築します。【原則２本文および（注）、原則６（注５）、 
原則７本文および（注）】 

 
（※）上記の原則および注番号は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」 
   （２０２１年１月改訂）との対応を示しています。 

 
 
 

 
 


